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平成２５年８月５日 

事業主 各位 

一般社団法人大田労働基準協会 

 

労 働 基 準 法 実 務 研 修 会 

  

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、当協会は、「管理職として知っておかなければならない労務管理」につ

いて研修をし、労働基準法を深く理解して頂きたいと、管理職にかかわる研修

会を開催します。労働基準監督署担当官が、監督署に寄せられた問題点等をふ

まえて、研修いたします。管理職に限らず労務人事担当者の方も役に立ちます。

是非ご参加下さい。 

１、日 時   平成２５年１０月８日（火） １４時００分～１６時００分 

                       受付開始１３：３０    

１、場 所   大田区立消費者生活センター ２階大集会室   

１、内 容  「管理職として知っておかなければならない労務管理」 

        ○ 管理監督者と管理職 

○ 法定労働条件の確保 

        ○ ３６協定の周知 

○ 長時間労働の抑制 

○ 過重労働防止 

○ サービス残業の抑制 

１、講 師   大田労働基準監督署担当官 

１、定 員   ８０名 

１、費 用   資料代５００円（但し非会員１５００円） 

１、申込方法等 ①裏面申込書に必要事項を記入し、大田労働基準協会あて FAX

して下さい（FAX番号３７３８－０１２８）。 

        ②受講可能の場合は、受講票を申込担当者あて FAX 返信しま

す（申込書に必ず FAX番号をご記入して下さい）。 

        ③受講者は研修当日受講票をご提示下さい。 

        ④受講料は当日会場受付にて承ります。 

         お申し込み後の取り消しは９月３０日（月）までにお願いし 

ます。それ以降の取り消しについては、受講料を頂戴いたし

ますのでご了承ください。 

１、問合せ先  本研修についてのお問い合わせは、一般社団法人大田労働基

準協会  電話３７３８－０１１８ にお願いします。 

        ＊内容に関して、あらかじめ講師に質問・説明してほしい事項がございま

したら、申込時に付記して下さい。 


